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お話しの概要（１２月１３日）
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・憲法＞条約＞法律

・全会一致
障害者基本法
障害者差別解消法



憲法と障害者差別（禁止）の関係
｢（前段）すべて国民は､法の下に平等であつて､
（後段）人種､信条､性別､社会的身分又は門地に

より､政治的､経済的又は社会的関係に
おいて､差別されない｡｣（憲法１４条１項）

前段：等しいものは等しく､異なるものは異なるように
合理的な区別は許し､不合理な差別だけ違反

（例：入試点数で合否決定は合理的区別で合憲）
後段：いずれかに該当する事項で不利益に扱う場合

→｢合理的区別｣といえない→憲法違反と推定
障害者=社会的身分に含めるべき

大阪大学大学院教授 棟居快行｢差別禁止法の展望-差別禁止法の制定に向けて｣
（ ｢すべての人の社会 2012年6月号｣（特定非営利活動法人 日本障害者協議会） ）



■障害者権利条約（2006年､署名[済]､批准[済]）
・医学モデル→社会モデル（ＩＣＦ）
・差別禁止
・合理的配慮
・当事者の参加
・監視機能

■国内法
・改正障害者基本法
・障害者総合支援法（自立支援法改正法）
・改正公職選挙法
・障害者差別解消法
・ほかの 法／制度 制定／改正？

■→権利条約の批准
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■障害者権利条約（2006年､署名[済]､批准[済]）
http://www.un.org/disabilities/

国連ホームページから
（2015年12月13日）



■障害者権利条約（2006年､署名[済]､批准[済]）
・医学モデル→社会モデル（ＩＣＦ）

医学モデル：障害は疾病､外傷などに起因する個人
的問題→治療やリハビリテーション

社会モデル：社会によって作られた問題､人権問題
→社会の側（例：制度､ＢＦ）を改善

・差別禁止
・合理的配慮
・当事者の参加
・監視機能



■障害者権利条約（2006年､署名[済]､批准[済]）
・医学モデル→社会モデル（ＩＣＦ）
・差別禁止

障害を理由とするあらゆる区別､排除又は制限で
あって､政治的､経済的､社会的､文化的､市民的
ほかあらゆる分野で､他と平等にすべての人権
及び基本的自由を認識､享有､行使することを害し､
又は妨げる目的又は効果をもつもの｡
障害を理由とする差別には､あらゆる形態の差別
（合理的配慮の否定を含む）を含む｡

（権利条約第２条）
・合理的配慮
・当事者の参加
・監視機能



■障害者権利条約（2006年､署名[済]､批准[済]）
・医学モデル→社会モデル（ＩＣＦ）
・差別禁止
・合理的配慮

障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的
自由を享有し､又は行使することを確保するための
必要かつ適当な変更及び調整であって､特定の
場合において必要とされるものであり､かつ､均衡
を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

（権利条約第２条）
・当事者の参加
・監視機能



バリアフリー

一般製品

福祉用具

補装具

自助具

ＵＤ 産業･経済

福祉

環境整備
（ＵＤ）

合理的配慮
（個別対応）



■障害者権利条約（2006年､署名[済]､批准[済]）
・医学モデル→社会モデル（ＩＣＦ）
・差別禁止
・合理的配慮
・当事者の参加

Nothing  about  us  without  us  !
（私たちを抜きにして、私たちのことを決めない）

・監視機能
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・差別禁止
・合理的配慮
・当事者の参加
・監視機能
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・障害者総合支援法（自立支援法改正法）
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■障害者基本法
・理念
社会モデル（ＩＣＦ）
差別禁止
当事者の参加
合理的な配慮

・障害者基本計画
（現行：2003～2012年度）

重点施策実施５カ年計画（前期：2003～2007年度）
同 上 （後期：2008～2012年度）

（今回：2013～2017年度）
・監視機能
・障害者政策委員会



基本計画
（政策委･内閣府）

計画実施
（各省庁）

障害者
政策委

改正障害者基本法の骨格（基本計画､政策委）

各省法令
（各省庁）

策定

監視

勧告
報告



基本計画
（政策委･内閣府）

計画実施
（各省庁）

障害者
政策委

改正障害者基本法の骨格（基本計画､政策委）

各省法令
（各省庁）

策定

監視

勧告
報告

アクセシ
ビリティ

盛込む



■障害者基本法（福祉用具関連）

｢国及び地方公共団体は､福祉用具及び身体障害者
補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活
及び社会生活を営むのに必要な施策を講じ
なければならない｣
（基本法第14条第6号）
→｢社会生活｣が追加

｢国及び地方公共団体は､前項に規定する施策を
講じるために必要な福祉用具の研究及び開発､
身体障害者補助犬の育成等を促進しなければ
ならない｣
（基本法第14条第7号）
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■障害者差別解消法
（2013年6月19日成立､2016年4月1日施行）

・枠組
・差別を解消するための措置
・基本方針（2015年2月24日閣議決定）
・国･自治体：対応要領
・事業者 ：分野別の対応指針（ガイドライン）

・差別を解消するための支援措置
・相談・紛争解決
・地域で連携
・啓発
・情報収集



出典；内閣府資料



不当な
差別的取扱い

合理的配慮

事業者国･地方公共団体等

法的義務 法的義務

法的義務 努力義務



出典；内閣府資料



■障害者差別解消法
（2013年6月19日成立､2016年4月1日施行）

・枠組
・差別を解消するための措置
・基本方針（2015年2月24日閣議決定）
・国･自治体：対応要領
・事業者 ：分野別の対応指針（ガイドライン）

・差別を解消するための支援措置
・相談・紛争解決
・地域で連携
・啓発
・情報収集



出典；内閣府資料をもとに演者が作成
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・医学モデル→社会モデル（ＩＣＦ）
・差別禁止
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■国内法
・改正障害者基本法
・障害者総合支援法（自立支援法改正法）
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・障害者差別解消法
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■→権利条約の批准



アクセシビリティ関連法制の流れ
□｢福祉用具法｣ （93年）
（■給付制度（日本生活用具･補装具））

□｢ハートビル法｣ （９４年）

■｢交通ＢＦ法｣ （００年）
■｢改正ハートビル法｣（０３年）

■｢バリアフリー法｣ （06年）

？ ｢情報･コミュニケーション｣（？）

（■：法的義務、□任意（努力義務等））
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2013.6.18. 障害者差別解消法附帯決議（参議院）
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・改正公職選挙法
・障害者差別解消法（2013年6月成立）
・ほかの 法／制度 制定／改正？

■→権利条約の批准
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｢内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領｣
（内閣府訓令２０１５年１１月２日（２０１６年４月１日施行））
別紙 ｢内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項｣
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■障害者差別解消法（2013年6月19日）
・枠組
・差別を解消するための措置
・基本方針（2015年2月24日閣議決定）
・国･自治体：対応要領
・事業者 ：分野別の対応指針（ガイドライン）
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・相談・紛争解決
・地域で連携
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・情報収集



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Ｑ＆Ａ集＜地方公共団体向け＞
【４．条例との関係】
問4‐1 本法の成立で､地方公共団体による障害を理由とする差別に関する条例の制定に何らかの

拘束が生じるのか。
（答） 地方公共団体が地域の実情に即し､上乗せ､横出しを含む条例を制定することは可能。
【７．対象分野】
問7‐1本法で差別の解消のための措置の対象としている分野の範囲如何。
（答） 教育､公共交通､医療､雇用､役務提供､刑事手続等の行政機関の活動など､障害者基本法

で「障害者自立と社会参加支援等の基本的施策」とした分野も含め広範に対象。
なお､雇用分野は対象に含むものの､具体的措置は改正障害者雇用促進法で定める。

【９．法の対象範囲】
問9‐9 学校法人や社会福祉法人は「独立行政法人等」に含まれるのか。
（答） 第２条第７号の 「事業者」に含まれる。
問9‐10 地方独法から「地方独法法第２１条第３号の業務を行うもの」を除外した理由如何。
（答） 公営企業型地方独法は経済性発揮が求められ、原則として経費を事業収入で賄うことが

前提とされていることから、事業者として扱うこ とが適当であるため、地方独法から除外。
問9‐11 地方公共団体から「地方公共団体の経営する企業」を除外した理由如何。
（答） （理由は問９－10と同様）事業者として扱うことが適当であるため、地方公共団体から除外。
問9‐13 「事業者商業その他の事業を行う者」の範囲如何。
（答） 個人／団体､営利／非営利を問わず､同種の行為を反復継続して行う者で､国､独法等､地

方公共団体､地方独法等を除いたものを指す。



問9‐14 ｢事業｣には対価得ない無報酬事業や､社福やＮＰＯ法人の非営利事業を含むか。
（答） 営利／非営利を問わず､反復継続して行う同種の行為｡対価を得ない無報酬事業や社福

やＮＰＯ法人の行う非営利事業も含む。
【１０．差別の定義・概念】
問10‐1 本法で｢障害害を理由とする差別｣の定義規定を置かない理由如何。
（答） 個別事案の特定行為が該当するかは､個別に判断｡あらかじめ一律に定めることはしない。

対応要領や指針で事例等を示し､施行後､相談事例や判例を積上げ認識共有に努める。
問10‐3 「不当な差別的取扱い」の「不当な」とはどのような意味か。
（答） 当該扱いに正当な理由がある場合は､不当な差別的取扱いには該当しない。
問10‐5 「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮」とは何か。
（答） 障害者が日常生活や社会生活で受ける制限の原因となる社会的障壁を除くため､実施負

担が過重でない場合に､特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置。
典型例は､乗り物への乗車に職員等による手助けや筆談､読み上げ等の障害特性に応じ
たコミュニケーション手段による対応､段差解消のための渡し板の提供等が考えられる。
具体的にどの行為が差別に当たり得るかは､今後､対応要領や指針で示す。

問10‐6 「合理的配慮の不提供」（社会的障壁の除去に関する必要かつ合理的配慮を行わない
こと）は「障害を理由とする差別」に当たるのか。

（答） 「合理的配慮の不提供」は､障害者基本法に規定され､社会的障壁の除去に関する「必要
かつ合理的配慮」を行わないことが､一定条件の下で差別に当たると規定されている。
本法は基本法を具体化するものであり､本法でも､社会的障壁の除去に関する「必要かつ
合理的配慮」を行わないことで障害者への権利利益侵害をもたらす場合は差別に当たる。



問10‐9  合理的配慮の提供は､行政機関等のみ義務で民間事業者は努力義務とした理由如何。
（答） 求められる配慮は多様なため､合理的配慮を一律に法的義務とせず､国の行政機関や地

方公共団体､独法等政府の一部を構成する公的主体には義務を課し､民間事業者には努
力義務を課した上で対応指針で自発的取組を促す。

問10‐11 「現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明」の具体的な意味如何。
（答） 具体的場面で社会的障壁除去への配慮を要していることを､言語（手話も含む。）その他

の意思疎通のための手段で伝えることを指す。
「その他の意思疎通のための手段」とは､障害者がコミュニケーションに必要な手段をいい､
具体的には､筆談､実物や身振りサイン等による合図､触覚による意思伝達等をいう。

問10‐12 障害者からの｢意思の表明｣があった場合に限定した理由如何。意思の表明がない場
合は､「必要かつ合理的な配慮」を行う必要はないのか。

（答） 「合理的配慮」は､社会的障壁の除去を要する障害者に個別対応として求められるもので､
当該者が障害者か､配慮を要しているか分からない場合まで義務付けるのは困難なた
め。
合理的配慮は障害者権利条約で「特定の場合に必要とされるもの」と定義され､個別具体
的場面で必要とされるものと表され､これを踏まえた障害者基本法でも「それ（社会的障
壁の除去）を要する障害者が現に存し」と規定されている。
障害者から意思表明がない場合も､法的義務は発生しないものの､行政機関等や事業者
が自主的に適切な配慮を行うことは､本法の趣旨に照らし望ましいこと。

問10‐13 「意思の表明」は､障害者本人からの意思表明に限られるのか。「意思表明」ができない
障害者には､「必要かつ合理的な配慮」はできないことになるのか。

（答） 知的障害等により本人が自ら意思表明が困難な場合は､家族等が本人を補佐して意思
表明をする場合も､解釈上含み得る｡



問10‐15 「その実施に伴う負担が過重でないとき」かを判断するには､どのようなことが考慮され
るのか。また､その検討過程において､関係者の意見の聴取は行われるのか。

（答） 考慮要素は例えば､事業等の規模や規模からみた負担の程度､財政状況､業務遂行に
及ぼす影響などが考えられる。
基本方針で典型的な考慮要素を示すとともに､対応要領や指針で具体的内容を明らかに
する､その検討過程で障害者や事業者等関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

【１１．環境の整備】
問11‐1 第５条（社会的障壁除去について必要かつ合理的配慮に関する環境整備）の趣旨如何。

｢環境整備｣と｢社会的障壁の除去についての必要かつ合理的配慮｣との関係は。
（答） 第５条は､バリアフリー法に基づく公共交通施設や建築物等のハード面のバリアフリー化

等､不特定の障害者への｢事前的改善措置｣。これらは第７条と第８条の｢社会的障壁除
去について必要かつ合理的配慮｣に向けた環境整備であり､差別解消に向けて計画的に
進められることが望ましいため､国の行政機関や民間事業者等が実施に努めるとした。

【１３．対応要領､対応指針】
問13‐1 対応要領､対応指針を定める趣旨如何。
（答） 国の行政機関､地方公共団体､民間事業者等に対し､障害を理由とする差別行為を禁止し

たが､「障害を理由とする差別｣について一律に定めていない。
個別事案で特定の行為が差別に当たるかは､各事案に応じて個別に判断されるもので､
具体的内容は､法で一律に定めず､分野等の特性に応じきめ細かく事例等を示すとともに､
社会情勢の変化や国民の理解の深まりに伴い見直し､充実させていくべきと考えている。
このため､行政機関毎､分野毎の差別の内容を示すものとして､対応要領や指針を定め
る。



問13‐2 対応要領の具体的内容としてどのようなものを想定しているのか。
（答） 当該機関の職員の適切な対応に資するよう､基本方針に即した差別の基本的考え方や当

該機関等における不当な差別的取扱いになり得る行為の具体例､社会的障壁除去につ
いての必要かつ合理的配慮として考えられる好事例等が考えられる。

問13‐3対応要領が作成される具体的な分野はどのようなものを想定しているのか。
（答） 対応要領は､行政機関等の事務又は事業を行うに当たり職員が適切に対応するために作

られるものであり､対象分野は､行政機関等が行うあらゆる事務又は事業である。
問13‐4 地方公共団体による対応要領の作成を努力義務としている理由如何。
（答） 地方公共団体では､昨今の地方分権改革の趣旨に鑑み､一律に義務付けることは適当で

ないため努力義務とした。政府は､地方公共団体が要領を作成することを期待し､地方公
共団体が要領を作る場合に国が必要な協力をしなければならない旨規定している。

問13‐5 公立学校の職員に対する対応要領はどこが作るのか。各学校ごとに作る必要があるのか。
（答） 要領作成の努力義務は「地方公共団体の機関」にあり､原則は､地方公共団体の判断で地

方公共団体全体（長）又はその執行機関（教育委員会）ごとに作る。
教委ごとに作る場合､各教委は当該地方公共団体の職員に係る要領を作ると考えられ､都
道府県教委は都道府県立校の､市町村教委は市町村立校の職員に係る要領を作る。

問13‐14対応要領や指針に規定しない事項は差別ではない､と誤解を生まないことが必要では。
（答） 対応要領や指針に差別行為を網羅的に記すのは困難であり､要領や指針で差別とされて

いない行為の全てが本法で禁止される差別にならないと解するのは適当ではない。
誤解を生まないよう､パンフレットやポスターの作成・配布､説明会やシンポジウムで要領
や指針の趣旨・内容を含む本法の適切な理解に向け､周知徹底を図ることを考えている。



【１６．障害者差別解消支援地域協議会】
問16‐1 「障害者差別解消支援地域協議会｣を組織できることとする趣旨如何。
（答） 国の施策に加え､身近な地域で特性を踏まえた主体的取組の推進が必要である。

そこで､地域で相談や紛争防止･解決を行うネットワークを作るため､国や地方公共団体
の機関が地域協議会を組織することができるとした。協議会が組織されることで､｢制度の
谷間｣や｢たらいまわし｣が生じず､地域全体で取組が行われることを期待している。

問16‐2地域協議会の役割として､どのような場合にどのような情報交換や取組を想定しているか。
（答） 障害者からある構成機関等に相談があり､当該機関等のみでは対応しきれない場合､構

成機関等が情報を共有し､経験や知識を持ち寄って相談への対応や､当該事案を踏まえ
た差別解消策等を協議する｡協議結果に基づき､各機関等が各役割に応じ､取組を行う。

問16‐3 地域協議会が自ら障害者等からの相談を受けることは可能か。
（答） 協議会の在り方として､障害者や事業者等から相談を受けることも可能と考える。
問16‐4 地域協議会が調停等の紛争解決を行うのは可能か｡協議会は問題解決にどう寄与するか。
（答） 相談や紛争防止・解決を行うネットワークを築き､協議会構成機関等が事案の情報を共有

し､各機関等の経験や知識を持ち寄り､相談対応等について協議することを想定する。
協議会が自ら調停することは想定しないが､措置権限を有する行政機関等に橋渡しをし
たり､調停やあっせん等の機能を有する既存紛争解決機関へ結びつけるという形で解決
を後押しすることが重要。協議会が適切な機関へ事案をつなぐ役割や､情報やノウハウの
共有を通じ既存の相談・紛争解決機関の機能向上により､地域全体で相談・紛争解決機能
の向上を図ることを期待。
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